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20220912 柏原物流株式会社(法
人番号9250001003118)
代表者柏原巧

山口県宇部市大字妻崎開
作1360-15

山口営業所 山口県山口市阿知須字若
山9013

文書警告 貨物自動車運送事業法
第17条第4項

令和4年6月29日及び同年8月26日 、酒気帯び
運転を端緒として監査を実施。6件の違反が認
められた。(1)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第7条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)、(3)運転者台帳の記載事
項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運
転者に対する指導監督義務違反(安全規則第
10条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記
録義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転
者に対する指導監督の記録事項義務違反(安
全規則第10条第1項)

0 0

20220921 佐々木　敏眞 岡山県久米郡美咲町錦織
1901-5

本店営業所 岡山県久米郡美咲町錦織
1400-4

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所
在不明事業者であって相当の期間事業を行っ
ていないと認められたもの。

- -

20220921 海澤　純 鳥取県米子市諏訪284 米子営業所 鳥取県米子市両三柳251-
1

許可の取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所
在不明事業者であって相当の期間事業を行っ
ていないと認められたもの。

- -

(別添様式)



20220926 株式会社高宮運送(法
人番号5240002026840)
代表者高宮徳和

広島県廿日市市宮内工業
団地1-9

福山営業所 福山市赤坂町大字赤坂
1194番地2

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業法
第17条第1項第1号及び
同条第4項

令和3年12月3日及び令和4年3月11日、情報
提供を端緒として監査を実施。3件の違反が認
められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗
務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2
項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)

4 4


